
災害時における養護教諭の心のケアに関する支援システム 
 
                                     

                                    

                                                                

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 

被害状況チェック 

【施設設備】 
校舎内外安全点検 

救急薬品確認，点検 

保健室状況確認 

【児童生徒安否安全確認】 
健康状態の把握 

  ・家庭訪問 

  ・聞き取り調査 

【救急処置】 
程度の把握 

適切な応急処置 

医療機関への受診 

救急車要請 

【水質管理】 
飲料水確保 

水道水の水質管理 

【情報集約 職員，保護者への連絡】 
学校だより，保健だより等 

(応急手当，感染症予防，心のケア) 

【環境衛生】 
ゴミ，汚泥の除去 

衛生検査，消毒 

トイレの確認 

【心身の健康観察】 
・チェックリストの活用 

・危機状態のプロセスと 

被災者の時系的反応の理解 

・日頃から気がかりな児童生徒への 

細やかな観察 

 

経過観察が必要 早急に支援が必要 
食欲がない，眠れない 

頭痛，腹痛，不定愁訴 

落ち着かない，すぐ涙ぐむ 

まとわりつく，退行現象 
訴えはないが日頃から気がかりな子 

保健室来室が多くなった子 

遅刻・欠席が多くなった子 

いつもとちょっと様子が違う子 

養護教諭の職務の特質や保健室の 

 機能を生かした心と体への対応 

健康相談活動 

健康相談活動プロセス 

身体的症状の訴え 

背景要因の分析 

機能性要

因 

器質性要

因 

医療機関 

心因の具体的要因分析、支援者の決定 

・具体的要因の明確化 

 （必要な支援の種類と限界の検討） 

・支援者の決定 

・心身の健康観察 

・必要に応じた医師の診察 

・必要に応じたカウンセラーとの相談 

自ら支援 相談機関・カウンセラー 

支援内容，支援者の決定 

支援活動 

相談機関 医療機関 

・保健室をオープンにする 

 （心を解放させる雰囲気，表現できる場の確保) 

・身体の不調を訴えたときは無理をさせない 

・相手のペースにあわせひたすら聞く 

    （沈黙も表現 そばに寄り添う） 

・諸々の悲しみや辛さ，怒りを表すことを受けとめる 

 体験を語りたくないときはその気持ちを尊重 

・話しはじめたときは，さえぎらず最後まで聞く 

・怖がるときはしっかり抱きとめ「大丈夫だよ」と 

  安心させる 

・退行現象は，叱らずに十分なスキンシップをする 

・子どもの様子を心にとどめ経過を見守る 

・校内体制の確立，専門家への相談や紹介 

（財）日本学校保健会『養護教諭が行う健康相談活動の進め方』 

フォローアップ 

支援活動 

連携 

校内 

・保護者への連絡助言 

・保護者への支援 
保護者 

外部 

・カウンセリングによる対応 

・担任等への連絡・助言 

・校内連携の推進と課題の共有 

・保護者との相談 

・地域の諸機関との連携 

・医療機関や諸機関との連携 

・担任等への連絡助言 

 ・支援内容の共通理解 

 ・校内連携の推進 

 ・スクールカウンセラーとの連携 

 ・学校三師との連携 

 ・学校保健委員会の開催 

特にケアの必要を認めない 

・医療機関 

・相談機関 

・地域の諸機関 

・様々なストレスは当然の反応 

・教師、保護者のよいかかわりが 

 ストレス反応を和らげる。 

・養護教諭自身の心のケアに留意 


